
務務連絡

平成  26年 8jj22n

動物医薬品検資所線中

消費・望号受注潟務水産安会管芝窓際薬事審査管政!被後

動物用夜祭主主空手取締規則の…部を改正する省令の制定について 

添:怒しのとおり各者[)滋府県宛て通知したので、御了知くだ11このことについて、車

さい。
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sjl成 26年 8月 22日

J

市町

北海i議後産主務課御中

農林水箆後消費・安全局

畜水産筆記念管理課薬事選手ま霊祭滋総長

記長薬品等敬量産主発郊の一部を改正する後令の制定について

薬事法〈附和 35年法律第 145~考。以下「法J という。)第 83条第 1 鳴の規定によ
り読み替えて適用される法第49条第  1項の規定に議づき、動物用医薬品等取締燦則

の一部俊改正する省令(平成別々。燦林水産省令第46努)がjjlJ添のとおり公布され、

両日から飽行されました。

今回の改定内容は下記のとおりですので、築事霊長綴及び指導の参考としてくださ

い。

ア
一切認を祭事	

記 

1 	改正の内綴

要指示医薬品の追加

ゾニサミドを有効成分とする製剤の製造販発京認申誌が承認されることに

伴い、当該製剤を委指示後薬品として指定することとし、刻表第三三に追加す

る。 

2 	施行期日

平成26年 8月22日 

3 参考

今般主主認、iされる動物対医薬品の概要は以下のとおりです。

.ゾニサミドを有効成分とする製綿

販売名:コンセーブ綴25関及び湾錠100蹴 (DSブァ…マアニマルヘルス株

式会社)

効能又は効果;犬;終多義性てんかんにおける部分発作{二次性全般化発作

そを含む)及び全般化発作のコントロール
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